
令和８年度　町の予算総額

　令和８年度の軽井沢町一般会計、特別会計及び企業会計（収益的支出）の

状況は、次の表のとおりです。

８年度 ７年度 増減額 増減率

20,890,000千円 19,920,000千円 970,000千円 4.9 %

国民健康保険事業
勘定特別会計

2,638,078千円 2,677,698千円 △39,620千円 △1.5 %

駐車場特別会計 222,842千円 305,625千円 △82,783千円 △27.1 %

介護保険特別会計 1,768,307千円 1,740,244千円 28,063千円 1.6 %

後期高齢者医療
特別会計

628,234千円 539,806千円 88,428千円 16.4 %

計 5,257,461千円 5,263,373千円 △5,912千円 △0.1 %

水道事業会計
（収益的支出）

794,419千円 755,962千円 38,457千円 5.1 %

下水道事業会計
（収益的支出）

873,810千円 835,099千円 38,711千円 4.6 %

病院事業会計
（収益的支出）

3,439,161千円 3,202,930千円 236,231千円 7.4 %

計 5,107,390千円 4,793,991千円 313,399千円 6.5 %

31,254,851千円 29,977,364千円 1,277,487千円 4.3 %

全会計合計　312億5,485万1千円
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令和７年１０月６日 

各 課 長 等  様 

軽井沢町長 土屋 三千夫 

令和８年度予算編成方針について（通知） 

 令和８年度予算編成に当たっては、新庁舎周辺整備事業等の大型事業が控える中で、

物価高騰への対応で全体的に経費が増大している当町の厳しい財政状況を踏まえつつ、

引き続き行財政改革を着実に実施し、限られた財源を重点的・効率的に予算配分する

ことにより最大の行政効果が得られるよう、第６次長期振興計画の基本構想・基本計

画及び実施計画に基づき健全財政の堅持に配慮した適正な予算編成を下記により行う

ものとします。  

記 

１ 基本理念 

 令和８年度当初予算要求に当たっては、住民の幸福度・満足度の向上を図り、「誰も

が住みやすく定着するまち」、「誰ひとり取り残さないまち」に向かって、人が集まり、

新しい価値を生み出していく「持続可能で魅力的なまち かるいざわ」を実現するため

の予算編成とする。 

２ 財政運営の基本方針 

(１)当町は、他の市町村とは異なり、普通交付税を受けない「不交付団体」である。

加えて、住民基本台帳上の人口だけでなく、別荘所有者や長期滞在者など、潜在的

な住民に対応するために多額の経費を要する地域であることを踏まえ、限られた財

源を重点的・効率的に予算配分するため、国や県の補助事業について注意を払うと

ともに、一般財源を最大限有効活用できるよう、行政関与の必要性、事業の優先順

位、妥当性、合理性を十分勘案したうえで、予算計上すること。 

(２)行財政改革を着実に実施し、制度改革や歳出合理化に取り組み、毎年の改革努力

を継続し、成果を積み重ねていくものとする。 
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(３)令和６年度決算状況及び令和７年度の予算執行状況を踏まえ、事業実施所管課が

主体的に既存事業の必要性・効果を精査し、歳出の抑制と効率化を行うものとする。 

(４)物価高騰や人件費・資材費の上昇を見込んだ、適切かつ現実的な予算見積りを行

うこと。 

(５)経常的な歳出（継続して固定的に支出される経費「物件費、維持補修費、扶助費、

補助費等」）については、事業実施所管課が主体的に事業の見直しに取り組み、前例

にこだわらず創意工夫を重ねた予算計上とすること。 

物件費のうち旅費・需用費・役務費・委託料・使用料及び賃借料・原材料等は、

過去３年間の決算額及び使用実績に鑑み積算すること。 

なお、実績の無い支出科目については、必要性を十分考慮し、安易に予備的経費

を計上することのないよう留意すること。 

(６)個別施設計画を策定している施設においては、各施設の現状を踏まえ、長寿命化

を念頭に適正な点検・診断を行うとともに、修繕及び更新等の対策の内容と時期を

明確化し予算計上すること。 

(７)予算配分は適切であっても、執行に無駄があっては歳出の抑制にならないため、

執行にあたる職員の自覚・規律が必要であり、コスト意識を高め、執行の効率性・

適格性を十分にチェックし、その結果を予算編成に反映させるものとする。 

(８)大型事業については、財源が確保されなければ実施は見送るものとする。 

(９)投資的経費については、実施計画に計上された事業とすること。 

また、積算にあたっては、現況を確認し、工事内容・工種等十分精査したうえで適

正な単価を基に予算計上すること。 

(10)補助金については、「軽井沢町における補助金等のあり方」による補助金交付基準

等を十分検討のうえ計上すること。 

(11)使用料・手数料については、受益と負担の公平性を確保するため、受益者負担の

原則に従い、人件費、物件費、維持管理に係る経費に基づいた透明性のある料金の

設定に努めること。また、必要であれば料金改定等を検討すること。 

(12)特別会計及び公営企業会計においては、堅実かつ健全な経営に取り組むため、よ

り一層の効率化を図り経費の削減に努めるとともに、財源不足を安易に一般会計か

らの繰入金に頼ることなく、料金改定等収支バランスの改善に努めること。 

(13)長期振興計画の実施計画における理事者査定の結果を踏まえ、適切な事業の実施
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が図られるよう努めること。また、複数の課にまたがる事業については、十分連携

を図ること。 

(14)監査委員による「軽井沢町各会計歳入歳出決算及び基金の運用状況に関する審査

意見書」の意見や、例月出納検査での指摘事項を予算に反映させること。 

(15)議会の予算決算常任委員会での指摘事項や意見、また、一般質問で「検討する」と

答弁した事項について検討し、予算に反映させること。 

(16)その他詳細については、「令和８年度予算編成要領」によること。 
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